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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル（アカゲザル・交雑種）、ハクビシ

ン、タヌキ、アライグマ、キョン、カラス、ムクドリ、ヒヨドリ、キ

ジ、ドバト、ウサギ、アナグマ、その他鳥類 

 計画期間 令和６年度～令和８年度 

 対象地域 一宮町 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和４年度） 

鳥獣の種類 

被害の現状 

品 目 
被害数値 

金額 面積 

イノシシ 稲、果樹 135千円 0.15ha 

ニホンジカ  －   －千円 － ha 

ニホンザル  －   －千円 － ha 

ハクビシン 豆類、野菜 38千円 0.06ha 

タヌキ  － －千円 － ha 

アライグマ 稲、果樹、野菜 175千円 0.21ha 

キョン  －   －千円 － ha 

カラス  －   －千円 － ha 

ムクドリ 野菜 25千円 0.1ha 

ヒヨドリ  －  －千円 － ha 

キジ  － －千円 － ha 

ドバト  － －千円 － ha 

ウサギ  － －千円 － ha 

アナグマ  － －千円 － ha 

その他鳥類 野菜 30千円 0.2ha 

 



（２）被害の傾向 

イノシシ 

年間を通じて梨畑や水田の掘り起こし被害を受けている。被害区域は山間部に多く、捕

獲数が年々増加している。 

ニホンジカ 

現時点においては、農作物等の被害はないが、綱田地区及び山間部に生息していること

が確認されているため、今後被害の発生が想定される。 

ニホンザル、キョン 

農作物等の被害はないが、目撃情報があることから、今後被害の発生が想定される。キ

ョンの捕獲数については年々増加している。 

ヒヨドリ、ドバト、ウサギ、アナグマ、タヌキ、カラス、キジ 

農作物等の被害はないが、今後被害の発生が想定される。 

ハクビシン、アライグマ、ムクドリ、その他鳥類 

年間を通して畑作物全般に被害が及び、生息区域は町内全域に及ぶ。 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 

イノシシ 135千円    0.15ha 95千円  0.105ha 

ニホンジカ   －千円    － ha －千円       －ha 

ニホンザル   －千円    － ha      －千円       －ha 

ハクビシン   38千円    0.06ha      27千円    0.042ha 

タヌキ －千円    － ha      －千円       －ha 

アライグマ 175千円    0.21ha     123千円    0.147ha 

キョン   －千円    － ha      －千円       －ha 

カラス   －千円    － ha      －千円       －ha 

ムクドリ   25千円    0.1ha      18千円     0.07ha 

ヒヨドリ －千円   － ha      －千円       －ha 

キジ －千円    － ha      －千円       －ha 

ドバト －千円    － ha      －千円       －ha 

ウサギ   －千円     － ha      －千円       －ha 

アナグマ －千円    － ha      －千円       －ha 

その他鳥類   30千円    0.2ha      21千円     0.14ha 

 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等 に

関 す る 取

組 

 

 

イノシシ被害防止対策として、箱わ

なによる捕獲を長生郡市猟友会一宮支

部や農業者の協力により実施してきた

。箱わなによる捕獲を強化するため、

町の単費や千葉県の補助事業を利用し

て大型箱わなを購入し、頻繁に出没す

る箇所へ設置する。 

〔わな整備状況〕 

大型箱わな 

平成29年度  5基 

平成30年度  5基 

令和元年度  5基 

令和 2年度  2基 

くくりわな 

 平成27年度 15基 

捕獲従事者の高齢化が進んでいること

から、担い手の育成確保が急務となっ

ている。 

防 護 柵 の

設 置 等 に

関 す る 取

組 

電気柵の設置を地区（農家組合）で

実施してきた。（管理は地区） 

〔防護柵整備状況〕 

電気柵 

平成26年度 1,330ｍ 

 電気柵を設置している田畑の農作物

被害は無くなったが、電気柵を設置し

てない田畑で農作物の被害が発生して

いる。 

（５）今後の取組方針 

生息環境整備を主とし、防護柵等による農作物の防護、捕獲による有害獣の個体数の

削減など総合的に取組む。 

①生息環境整備のため、えさとなる農作物等残さ等の適正処理及び隠れ場所となる耕

作放棄地の解消に取り組む。 

②防護柵について、国・県補助事業等を活用し、効率的な設置、適正な管理を徹底し

て行く。 

③狩猟免許について、被害を受けている農業者等の取得を促進し、捕獲等の担い手確

保を図る。 

④捕獲について、国・県補助事業等を活用し、わなを協議会や町で購入して捕獲等の

担い手に貸付する。 

⑤大型獣及び鳥については、銃とわなによる捕獲を猟友会及び捕獲等の担い手により

近隣市町村と連携して推進する。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

捕獲等の担い手（狩猟免許所持者）によるわな捕獲等を実施していく。 

大型獣及び鳥については、長生郡市猟友会一宮支部を中心として銃とわなによる捕獲を

推進する。 



（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

令和６年度 

 

イノシシ、ニホンジカ、ニホンザ

ル、ハクビシン、タヌキ、アライ

グマ、キョン、カラス、ムクド

リ、ヒヨドリ、キジ、ドバト、ウ

サギ、アナグマ、その他鳥類 

捕獲用わなを協議会や町で購入し、捕

獲等の担い手に貸付して捕獲を図る。 

農業者等に狩猟免許の取得を推進し捕

獲等の担い手の育成確保を図る。 

 

令和７年度 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

 

令和８年度 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

 目撃情報及び、被害地域からの聞き取り調査等に基づき計画している。 

 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 260頭 260頭 260頭 

ニホンジカ 30頭 30頭 30頭 

ニホンザル 1頭 1頭 1頭 

ハクビシン 40頭 40頭 40頭 

タヌキ 200頭 200頭 200頭 

アライグマ 220頭 220頭 220頭 

キョン 120頭 120頭 120頭 

アナグマ 10頭 10頭 10頭 

カラス 150羽 150羽 150羽 

ムクドリ 150羽 150羽 150羽 

ヒヨドリ 150羽 150羽 150羽 



キジ 50羽 50羽 50羽 

ドバト 150羽 150羽 150羽 

ウサギ 50羽 50羽 50羽 

その他鳥類 50羽 50羽 50羽 

 

 捕獲等の取組内容 

安全性等を考慮し箱わなを中心とした捕獲を実施する。また、くくりわなや銃器等による

捕獲も進めていく。 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 該当なし。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 

 

被害状況の推移を確認しつつ、許可権限委譲について検討を進める。 

 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

イノシシ 

電気柵 1,000ｍ 電気柵 1,000ｍ 電気柵 1,000ｍ 

ニホンジカ 

ニホンザル 

ハクビシン 

タヌキ 

アライグマ 

キョン 

アナグマ 

ウサギ 



（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

令和６年度 

 

イノシシ、ニホンジカ、ニホ

ンザル、ハクビシン、タヌ

キ、アライグマ、キョン、カ

ラス、ムクドリ、ヒヨドリ、

キジ、ドバト、ウサギ、アナ

グマ、その他鳥類 

生息環境整備 

・えさとなる農作物等残さの適正処理を 

推進する。 

・放任果樹等の適正管理を推進する。 

・隠れ場所となる耕作放棄地等の解消に 

取り組む。 

 

令和７年度 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

 

令和８年度 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場

合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

一宮町 
関係機関との連絡・調整、情報収集、緊急時の現場対応、

平常時の注意喚起 

茂原警察署 
住民の安全確保（避難誘導、広報、交通整理、規制）、関

係機関への連絡、緊急時の現場対応 

一宮地区防犯組合連合会 
茂原警察署との連携による対策の支持指導 

一宮町有害鳥獣対策協議会 
協議会の委員（捕獲等の担い手）となっている、長生郡市

猟友会一宮支部員により捕獲等を行う。 

長生郡市猟友会 緊急時の現場対応 

千葉県 指導・助言 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

環境衛生センターで焼却処理を行う。 

アライグマについては、千葉県アライグマ防除実施計画に基づき実施する。 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

捕獲した鳥獣の有効利用するための施設の整備や活用方法等については、今後検討してい

く。 

 

 

発見者 

茂原警察署 

一宮地区防犯組

合連合会 

通報 

連携・情報共

有報 

一宮町 

周辺住民 

通
報 

千葉県 

連
絡 

助
言 

指
導 

一宮町有害鳥獣

対策協議会 

猟友会 

連携・調整 

出動要請 



８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 一宮町有害鳥獣対策協議会 

構成機関の名称 役割 

一宮・岬梨組合 
被害情報の提供  生息環境整備 

防護  有害鳥獣の捕獲実施 

農家組合 
被害情報の提供  生息環境整備 

防護  有害鳥獣の捕獲実施 

区、自治会 
被害情報の提供  生息環境整備 

防護  有害鳥獣の捕獲実施 

長生農業協同組合 

南部営農購買センター 

被害、対策情報等の提供 

防備対策の技術指導及び協力 

長生農業協同組合 

営農販売部園芸課 

被害、対策情報等の提供 

防備対策の技術指導及び協力 

わかしお農業共済組合 

長生ＮＯＳＡＩセンター農産課 

被害、対策情報等の提供 

防備対策の技術指導及び協力 

一宮町総務経済常任委員会 
施策の立案・対策の実施指導 

被害実態調査 

一宮地区防犯組合連合会 
施策の立案・対策の実施指導 

被害実態調査 

長生郡市猟友会 一宮支部 
被害、対策情報等の提供 

有害鳥獣の捕獲実施 

千葉県鳥獣保護管理員 生息情報の提供 

一宮町都市環境課 

協議会に関する連絡調整 

被害実態調査 

生息環境整備の推進 

施策の立案・対策の実施指導 

捕獲許可申請 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

千葉県野生鳥獣対策本部 情報提供 

千葉県長生農業事務所 

耕作放棄地対策に係る指導 

農作物残さの適正処理に係る指導 

情報提供、その他必要な援助 

千葉県長生地域振興事務所 
捕獲許可に係る指導 

情報提供、その他必要な援助 

 

 



（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 有害鳥獣による農作物等への被害が増加傾向であることから、令和６年度以降の設置に向

けて、現在、長生郡市猟友会一宮支部や農業者等と検討調整を行なっている。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 

― 

 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 生息環境整備を重点とした対策を、地域全体で取組む必要がある。 

農業者等の被害防止に対する意識の向上が必要である。 

近隣市町村の協議会及び千葉県と連携を強化し対策に取組む必要がある。 

 

 



 


